
アスリート広報事業 実施要項 

 

１ 目 的 

本県代表として活躍しているアスリートの姿や競技力向上のための取り組みを、インター

ネット、メディア等を通して情報発信することで、スポーツを「する」「みる」「支える」

人の一体感を高め、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を控えた本県の競技力向上

に対する機運醸成を図る。 

また、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会で行われる競技を紹介することで、子

どもたちが、さまざまな競技種目に興味を持ち、競技を始めるきっかけをつくる。 

 

２ 内 容 

 （１）インターネットでの情報発信 

国民スポーツ大会の近畿ブロック大会、本国スポ、冬季国スポ、全国障害者スポーツ大

会の結果や事業内容を、以下のホームページの中で情報発信する。 

 ・滋賀県競技力向上対策本部 

 ・滋賀県文化スポーツ部 競技力向上対策課 

 ・公益財団法人滋賀県スポーツ協会 国スポ・選手強化 

     ・滋賀県障害者スポーツ協会 大会結果 

 （２）ＳＮＳを活用した情報発信 

    国民スポーツ大会をはじめとする競技結果の速報や、競技力向上対策本部で取り組んで

いる強化事業の様子をリアルタイムで発信する。 

  ・滋賀県競技力向上対策本部 Facebook および Instagram ページ 

 （３）「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」特番 

県内メディアを活用し、「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」での本県選手の活躍の様子

を紹介する番組を制作・放送する。 

     

３ 年間計画 

   ７～ ８月  国民スポーツ大会近畿ブロック大会に係る情報発信 

   ９～１０月  国民スポーツ大会本大会、全国障害者スポーツ大会に係る情報発信 

  １０～ ２月  特集番組制作・放送 

   １～ ２月  国民スポーツ大会 冬季大会に係る情報発信 

     随 時  競技力向上対策本部の取組等について情報発信 

 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

この要項は、令和７年４月１日から施行する。 

 


